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(57)【要約】
【課題】小数のアクチュエータで、高速に３次元形状を
形成する装置を得ること。
【解決手段】互いに平行に並べられた多数のピンをそれ
ぞれ軸方向にスライドさせることによって３次元形状を
形成する３次元形状形成装置において、多数のピンに対
して同時にスライド方向の力を加えるピン駆動手段と、
複数のピンの動きを同時に制動する制動手段を複数の系
統備え、１本のピンに対して２系統以上の制動手段を作
用させ、作用する全ての系統の制動手段がオフであるピ
ンのみスライドする様にした。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに平行に並べられた多数のピンをそれぞれ軸方向にスライドさせることによって３
次元形状を形成する形状形成部と、多数のピンに対して同時にスライド方向の力を加える
ピン駆動手段と、それぞれのピンのスライド方向の位置を計測するピン位置計測手段と、
複数のピンのスライド方向の動きを同時に制動するピン制動手段を複数系統備え、１本の
ピンに対してそれぞれ２系統以上のピン制動手段が作用する様にしたことを特徴とする３
次元形状形成装置。
【請求項２】
　複数のピンのスライド方向の動きを同時に制動するピン制動手段として複数のピンにま
たがって掛けられたブレーキラインを備え、ブレーキラインに張力を与えることによって
複数のピンを同時に押さえ付け、制動力を与える様にしたことを特徴とする請求項１に記
載の３次元形状形成装置。
【請求項３】
　多数のピンに対して同時にスライド方向の力を加えるピン駆動手段として、油圧、水圧
、空圧など、流体の圧力を利用したことを特徴とする請求項１に記載の３次元形状形成装
置。
【請求項４】
　多数のピンに対して同時にスライド方向の力を加えるピン駆動手段として、重力や加振
機で与えた加速度など、ピンの質量に作用する力を利用したことを特徴とする請求項１に
記載の３次元形状形成装置。
【請求項５】
　ピンを保持する部分に微振動を与える手段を備えたことを特徴とする請求項１に記載の
３次元形状形成装置。
【請求項６】
　互いに平行に並べられた多数のピンをそれぞれ軸方向にスライドさせることによって３
次元形状を形成する形状形成部と、ピンをスライド方向に駆動するピン駆動手段と、それ
ぞれのピンのスライド方向の位置を計測するピン位置計測手段とを備え、ピン位置計測手
段として、ピンを監視するカメラと、１枚または複数枚のミラーとを備え、ピンとカメラ
を結ぶ光路を１回または複数回折り返して光路長を長くすることにより、カメラ画像の歪
みを低減したことを特徴とする３次元形状形成装置。
【請求項７】
　互いに平行に並べられた多数のピンをそれぞれ軸方向にスライドさせることによって３
次元形状を形成する形状形成部と、ピンをスライド方向に駆動するピン駆動手段と、画像
処理によりそれぞれのピンのスライド方向の位置を計測するためのカメラを備え、ピンの
下端にスライド方向と垂直であり、カメラからの光路が近い順に色分けして着色された平
面部を持ち、カメラに写る可能性のあるその他の部分は黒色に着色ていることを特徴とす
る３次元形状形成装置。
【請求項８】
　互いに平行に並べられた、軸方向にスライド可能な多数のピンと、その上に密着させた
高い伸張性を持ったシートによって形状形成部を構成したことを特徴とする３次元形状形
成装置。
【請求項９】
　互いに平行に並べられた、軸方向にスライド可能な多数のピンを備えた形状形成部と圧
力を調整可能な負圧源を備え、軟化温度以上に加熱した樹脂シートを負圧により形状形成
部に柔らかく密着させた後に冷却して固化させることにより樹脂シートを成形する機構を
備えたことを特徴とする３次元形状形成装置。
【請求項１０】
　ピンの上端に、回動自在に固定された、上面に平坦面を持つキャップを備えたことを特
徴とする請求項１または請求項８または請求項９に記載の３次元形状形成装置。



(3) JP 2011-56878 A 2011.3.24

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元形状を表示、または樹脂シートその他を３次元形状に成形するための
３次元形状形成装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　互いに平行に並べられた多数のピンを軸方向にスライドさせることによって３次元形状
を形成して表示、または形成させた３次元形状に熱せられた樹脂シートを密着させて表示
された３次元形状の形に成形する装置が知られている。
【０００３】
　従来の３次元形状形成装置は、ピンの数だけアクチュエータを備えているものが多く、
精細な形状を形成するためには非常に多くのアクチュエータが必要であった。
【０００４】
　特開２００９－０９８５５９号公報に開示された装置は、１列分のピンの数に対応する
数のアクチュエータ群を備え、それを１列ずつ移動させながら、順次全ての列のピンをス
ライドさせてゆく構造のもので有るが、この場合はアクチュエータの数は少なくて済むも
のの、全てのピンを所定の位置までスライドさせて３次元形状を形成するのに時間がかか
ると言う欠点が有った。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－０９８５５９号公報
【特許文献２】ＵＳＰ７３１１５１２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　解決しようとする問題点は、精細な３次元形状を高速に形成するためには多数のアクチ
ュエータが必要であるためにコストがかかる事、および、逆にコストを抑えるために少数
のアクチュエータを移動させながら動作させる構造にすると、形状の形成に時間がかかる
と言う事である。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、多数のピンに対して同時に力を加えるピン駆動手段と、複数のピンの動きを
同時に制動する制動手段を複数の系統備え、１本のピンに対して２系統以上の制動手段が
作用する様にしたことを最も主要な特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の３次元形状形成装置は、低いコストで高速に３次元形状が形成出来るという利
点がある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】図１は３次元形状形成装置の動作を説明するための正面断面図である。（実施例
１）
【図２】図２は３次元形状形成装置の形状形成部を示す斜投影図である。　　（実施例１
）
【図３】図３は図１におけるＡ－Ａ断面図である。（実施例１）
【図４】図４は図１におけるＡ－Ａ断面図である。（実施例１）
【図５】図５は３次元形状形成装置の形状形成部の動作を説明するための正面断面図であ
る。　（実施例２）
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【図６】図６は３次元形状形成装置のピンの構造を説明するための正面一部断面図である
。（実施例２）
【図７】図７は３次元形状形成装置の動作を説明するための正面断面図である。（実施例
４）
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　高速に３次元形状が形成するという目的を、最小の部品点数で実現した。
【実施例１】
【００１１】
　図１は、本発明装置の１実施例の正面断面図である。図に於いて、１０は内部が黒色に
着色された筐体、１１、１２は筐体に固定された２枚のピン保持板であり、ピン保持板１
１の下面は黒色に着色されている。１１０は２枚のピン保持板にそれぞれ穿たれた緩めの
丸穴を通して、軸方向にスライド可能に支持されたピン、１１１は上面が丸く、側面が面
取りされた６角柱状のピン頭部、１１２は下端面が軸に直角な平面である丸棒状のスライ
ド軸であり、軸側面は黒色に、下端面はカメラの視線方向の距離が近い順に色分けして、
好ましくは明るい色で着色されている。１００はピンの集合体で形成される形状形成部、
３０１は空気ポンプ、３０２，３０３は空気パイプ、３５１は筐体１０のピン保持板近傍
に固定された振動子、２０は筐体１０によって形成される圧力室、４０１はピン１１０の
スライド方向の位置を計測するためにスライド軸下端面を監視するカメラ、４０２はカメ
ラ４０１の視野、４０３はミラー、４１０は照明装置である。
【００１２】
　カメラ４０２は、ミラー４０３で反射させてスライド軸１１２の下端面を監視している
。ピン保持板１１の下面とスライド軸の側面は黒色に着色されているので、明るい色のス
ライド軸下端面のみが目立つ様になっている。スライド軸が上下すると、カメラ画像上で
はスライド軸下端面の位置が上下に動くので、画像処理によってピンのスライド方向の位
置を求めることが出来る。この際、カメラ画像上では図１の紙面奥行き方向のピンの位置
は区別できるが、ピンのスライド方向の位置によっては、カメラの視線に平行な、図１の
左右方向の複数のピンの下端面がカメラ画像上では同じ位置に来る可能性が有るために、
あるピンの下端面を別のピンの下端面と誤認識してしまう可能性がある。そこで、それを
防ぐためにスライド軸下端面はカメラからの光路が短い順、つまり図１の左右方向の位置
毎に色分けして着色されている。ただし、誤認識の可能性が無いほど十分遠く離れたピン
同士は同じ色を用いても良い。
【００１３】
　カメラで直接スライド軸を撮影すると、近くのスライド軸は大きく、遠くのスライド軸
は小さく写ってしまい、画像が歪む上、遠くのスライド軸が小さく写ってしまうので計測
分解能低くなってしまう。このため、撮影距離はなるべく大きく取りたい。しかし、単に
カメラを遠くに設置すると筐体１０が大型化してしまうので、ミラーを用いて光路を折り
返すことにより、小さな筐体の中で大きな撮影距離を稼ぎ、歪みの小さい画像を得ること
が出来る様にしている。
【００１４】
　画像処理によってピンのスライド方向の位置を求める場合、カメラはスライド軸を斜め
下から撮影することになるので、スライド軸のシルエットを捉える方法では３次元的な形
状になってしまい、高さを求めるための画像処理が複雑になる。そこで、スライド軸下端
面を目立つ明るい色の平面にすることによって、カメラ画像上におけるその色の領域の重
心点を求めれば、スライド軸の下端面の中心の位置が求まる様にした。
【００１５】
　形成したい形状の凹凸が激しく、一方向からのみの撮影では別のスライド軸の影に隠れ
てしまうスライド軸が出来てしまう場合は、複数のカメラを用いて別方向からの画像も同
時に得る様にしても良い。
【００１６】
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　図２は本発明装置の１実施例の形状形成部１００を示す斜投影図である。千鳥状に密に
配置されたピン１１０を軸方向にスライドさせることにより３次元形状を形成するしくみ
である。ピンの頭部１１１は、ピン同士が大きな隙間なく最密充填される様に、側面が面
取りされた６角柱状になっている。
【００１７】
　図３は、本発明装置の１実施例の、図１におけるＡ－Ａ断面図である。図に於いて、２
１０は複数のピンの動きを同時に制動するための、１本のブレーキであり、ブレーキライ
ン２１１とブレーキラインの止めピン２１２とブレーキラインに引っ張り力を与えるプル
アクチュエータ２１３より構成される。１本のブレーキラインは図３の横一列のスライド
軸１１２にジグザグに掛けられている。２００Aは、複数本のブレーキ２１０で構成され
る１系統のブレーキ系統である。この実施例では３系統のブレーキ系統を備えるが、一度
に図示すると見にくくなるため、図３および図１では１系統分のみを表示した。
【００１８】
　図４は、本発明装置の１実施例の図１におけるＡ－Ａ断面図であり、図３と同じ箇所を
、３系統分全て略さずに表示したものである。２００Bはブレーキ系統２００Aを１２０度
回転させた方向に設けられたブレーキ系統、２００Cはさらにもう１２０度回転させた方
向に設けられたブレーキ系統である。２００A、２００B、２００Cは、同一平面上には配
置出来ないため、２枚のピン保持板間の、高さ方向に少しずつずらせた位置に配置されて
いる。
【００１９】
　次に動作について説明する。動作前の段階では、全てのピン１１０を、ピン頭部１１１
の下端がピン保持板１２の上面に接触した状態に揃えておく。この状態では、図２に示す
形状形成部１００は平坦になっており、何の形状も表示していない。この状態において、
図示しない制御部によって、図４に示す全てのプルアクチュエータをＯＮ状態にし、全て
のブレーキラインに引っ張り力を与えておく。これにより、全てのスライド軸１１２は、
それぞれ３本のブレーキラインによって２枚のピン保持板に設けられた丸穴の壁面に押さ
えつけられて制動がかけられた状態になっている。
【００２０】
さらにこの状態において、制御部によって空気ポンプ３０１を稼働させ、空気パイプ３０
２より大気を取り込むことによって圧力室２０の圧力を上げる。この圧力により、ピンに
は上に押し上げる方向に力が加わるが、全てのピンにはブレーキにより制動がかけられて
いるために静止状態を保つ。
【００２１】
　制御部は、カメラで得られた映像を画像処理して求めた各ピンのスライド方向の位置を
元に、形状形成部１００で表示させたい形状に対して低い位置にあるピンを制動している
３本のブレーキラインに張力を与えているプルアクチュエータをＯＦＦ状態またはブレー
キラインが弛まない程度に引っ張り力を弱めた状態にし、そのピンをスライド動作可能状
態にする。するとそのピンは空気の圧力により上方向に押し上げられる。
【００２２】
　この時、振動子３５１は高周波数で振動させておく。これによりピン保持板は細かく微
振動し、スライド軸が固着するのを防ぎ、滑らかにスライドできる様にしている。
【００２３】
　プルアクチュエータとしては、ソレノイド式アクチュエータを用いる他、形状記憶合金
や、細い電熱線を直接ブレーキラインに繋ぎ、電流を流す事により発熱させ、その熱変形
や熱膨張を利用して引っ張り力を制御する様にしても良い。こうすると、動作は遅くなる
が、ソレノイド式アクチュエータを用いる場合より安価に装置を構成することが出来る。
【００２４】
　制御部は、カメラ４０１で計測したピンの位置が形成させたい形状を示す位置に近づく
と、そのピンを制動している３本のブレーキのうちの１本以上のブレーキの制動力を上げ
てゆき、最終的に所定の位置に来ると強い制動力で固定する。この動作を全てのピンが所
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望の位置に来るまで繰り返すことにより、形状形成部１００に所望の３次元形状を形成す
ることが出来る。
【００２５】
　また、そのまま次の形状を形成したい場合には、空気ポンプによって圧力室２０を負圧
にしたり正圧にしたりを繰り返しながら同様な動作を繰り返せば良い。
【００２６】
　上記動作は、原理的にはブレーキ系統が２系統あれば実現可能であるため、２系統のブ
レーキのみを備えた装置としても良い。しかし、ブレーキ系統が２系統では、多数のピン
を同時に動かそうとすると、動かしたくないピンも同時に動かさざるを得なくなる場合が
あり、同時に動かすことの出来るピンのパターンが限られてしまうので、所望の最終３次
元形状を得るために長い手順が必要になる場合がある。本実施例の様に３系統にするか、
さらに多系統にして冗長性を上げると、ピンを同時に動かせるパターンが増え、短い手順
で所望の最終３次元形状を得ることができる。
【００２７】
　この様に、この発明によれば、ピンの数よりも少ない数のアクチュエータで高速に３次
元形状を形成する装置を得ることができる効果がある。この実施例では構成を分かりやす
く説明するためにピンの数が少ない例を示したため、ピンの本数９１本に対してアクチュ
エータの数が３３本と、コストのかかるアクチュエータの節約効果は約７割減に留まって
いる。しかし、形成する形状の精細さを上げるために、例えば表示部の面積を一定として
ピン間隔を１／Ｎ倍にした場合は、ピンの数はＮの２乗倍だけ増えるが、アクチュエータ
の数はＮ倍で済むため、精細さを上げるほど個々のピンに１つずつの駆動手段を設ける場
合と比べて、アクチュエータの数の節約効果が大きく現れる。
【実施例２】
【００２８】
　上記実施例１では、ピンの頭部によって直接３次元形状を形成したが、図２から分かる
様に、ピンの数をかなり増やして密度を上げない限り、粗い感じが否めない。そこで、図
５に示すように、形状形成部１００の上に、例えばシリコーンゲルシートの様な高い伸張
性を持ったシート５０１を被せ、圧力を調整可能な負圧源により、シート下の圧力を適当
な負圧にすることによりシートをピンに密着させ、所望の形状を形成する様にしても良い
。シートの剛性に対して負圧が強すぎるとピンの段差もシート上からはっきりと見えてし
まうが、適当な強さの負圧で極力柔らかく密着させると、シート５０１がなめらかにピン
の段差を繋ぐので、粗い感じが大きく緩和される。
【００２９】
　また、上記実施例１では、等間隔に、密に並べられたピンによって３次元形状を形成し
たが、精細さが不要な部分では必ずしも等間隔で有る必要はなく、ピンの配列をまばらに
しても良い。また、上記実施例１では、ピンの制動手段として一列のスライド軸にジグザ
グに掛けられたブレーキラインを用いたが、１本の制動手段は必ずしもピンの列に対応し
なくとも良く、任意の複数のピンを制動出来る様になっていれば良い。また、ブレーキラ
インを用いなくとも、油圧や磁力その他、複数のピンに同時に制動力を加える手段であれ
ばどんな手段で有っても良い。
【００３０】
　また、上記実施例１では、単に上面が丸い六角柱状の頭部１１１を持つピン１１０を用
いたが、図６に示す様に上面に平坦面を持つキャップ１１４をボールジョイント１１３で
回動自在に固定したピン１１０ａを用いても良い。図５に示す様に、ピンを疎に配置する
部分にピン１１０ａを用いると、シート５０１を下から広く支持可能であるとともに、シ
ート５０１の張力によってキャップ１１４の傾きは最適な位置に自動調整されるため、ピ
ン配列を疎にした割には粗い感じにならなくて済む。
【００３１】
　また、キャップを磁性体で作成し、隣同士のピンのキャップの外縁が互いに磁力で引き
合う様にしてもよい。こうしておけば、シートを使わない場合においても隣同士のキャッ
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プの外縁間の段差が小さくなるように、キャップの傾きは最適な位置に自動調整される。
【実施例３】
【００３２】
　上記実施例２では、高い伸張性を持ったシート５０１を被せることにより形状を表示し
たが、その代わりに軟化温度以上に加熱した樹脂シートを被せ、シート下の圧力を適当な
圧力の負圧にしてシートを柔らかくピンに密着させた後に樹脂シートを冷却して固化させ
ることにより、ピンの形成する３次元形状を樹脂シートに写し取って成形する様にしても
良い。
【００３３】
　上記実施例２と同じく、負圧を強くしすぎるとピンの段差も忠実に写し取ってしまうが
、適当な強さの負圧で極力柔らかく密着させると、粗い感じが大きく緩和された成形品が
得られる。
【００３４】
　上記実施例１～３では、複数のピンに対して同時に力を加えるピン駆動手段として空圧
を利用したが、油圧や水圧、磁力、静電気力等を用いても良い。また、装置全体を傾けた
り上下反転させることによって、重力を利用しても良い。また、装置全体をスライド軸方
向に加速運動させることにより、加速度による慣性力を利用しても良い。
【実施例４】
【００３５】
　図７はピン駆動手段として加速度による慣性力を利用した場合の実施例である。図に於
いて、６０１は加振機であり、筐体１０を上下方向に大きな振幅で振動させる。制御部は
、ピン１１０に上方向または下方向の慣性力が働いている時間に同期して実施例１と同様
にプルアクチュエータ２１３の力を緩めたり強めたりすることにより、実施例１と同様に
形状形成部１００に所望の３次元形状を得ることが出来る。この実施例によると、空気圧
よりもはるかに高速に駆動力の方向を変えることが出来るため、短時間で所望の形状を形
成することが出来る。このため、リアルタイムで順次形状を変化させてゆくアプリケーシ
ョンに最適である。
【００３６】
　駆動手段として加振機を用いた場合には、加振機が微振動も多少は同時に発生させるた
め、ピンが保持板に固着する可能性は低いが、駆動手段としての加速度を生じるための低
周波数で振幅の大きい振動と同時に、固着を防止するための高周波数で振幅の小さい微振
動も意図的に重畳させても良い。
【００３７】
　上記実施例１～４では、ピンのスライド方向の位置を計測する手段としてカメラを用い
たが、ポテンショメータやリニアエンコーダ、レーザスキャナ等、他のいかなる位置計測
手段を用いても良い。
【産業上の利用可能性】
【００３８】
　人の顔かたちや表情をリアルタイムで表示する立体ディスプレイや、人の顔かたちをコ
ピーしたお面の形に樹脂シートを成形するお面成型器にも適用可能である。
【符号の説明】
【００３９】
　１００　　形状形成部
　１１０　　ピン
　１１４　　キャップ
　２１０　　ブレーキ
　２１１　　ブレーキライン
　２１３　　プルアクチュエータ
　３０１　　空気ポンプ
　３５１　　振動子
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　４０１　　カメラ
　４０３　　ミラー
　５０１　　シート
　６０１　　加振機

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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